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告

示

青
森
県
告
示
第
六
百
二
十
八
号

青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例

(

昭
和
五
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
三
十
四
号)

第
十
二
条

第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
図
書
類
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
二
十
九
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
七
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三
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申

吾
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指
定
番
号

種
別

名

称

発

行

者

(

製
作
者)

名

該
当
条
項

�����

月
刊
裏
モ
ノJA

PA
N

十
月
号

〇
一
八
〇
五
―
一
〇

鉄
人
社

書
籍

青
森
県
青
少
年

健
全
育
成
条
例

第
十
二
条
第
一

項
第
一
号
該
当

�����

恋
愛
チ
ェ
リ
ー
ピ
ン
ク

九
月
号

一
七
七
四
四
―
九

秋
田
書
店

�����

B
E･B
O
Y
G
O
LD

【
ビ
ー
ボ
ー
イ
ゴ
ー
ル
ド
】

十
月
号

一
七
七
七
九
―
一
〇

リ
ブ
レ
出
版

�
�
�
�
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青
森
県
告
示
第
六
百
三
十
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
七
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

肥
料
登
録
の
失
効

肥
料
取
締
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
肥
料
の
登

録
は
失
効
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
の
承
認

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法

(

昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
の
農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
を
承
認
し
た
の
で
、
同
条
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路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
弘
前
鰺
ケ
沢
線

弘
前
市
大
字
大
森
字
勝
山
二
七
八
の
七
か
ら

弘
前
市
大
字
大
森
字
勝
山
二
七
八
の
一
九
ま
で

平
成
��･

�･

��

登
録
番
号

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量

(

パ
ー
セ
ン
ト)

そ
の
他
の

規

格

生
産
業
者
の
氏

名
又
は
名
称
及

び
住
所

青
森
県
第

三
五
四
号

肉
骨
粉

ポ
ー
ク
ミ
ー

ル

窒
素
全
量五
・
〇

り
ん
酸
全
量
五
・
〇

公
定
規
格

の
と
お
り

日
本
フ
ー
ド
パ

ッ
カ
ー
株
式
会

社上
北
郡
お
い
ら

せ
町
松
原
二
丁

目
一
三
二
の
一

� �

２ １ 図
面
番
号

県

道

県

道

道
路
の

種

類

弘
前
鰺
ケ
沢

線 弘
前
鰺
ケ
沢

線 路
線
名

弘
前
市
大
字
大
森
字
勝
山
二
七
八
の
七
か
ら

弘
前
市
大
字
大
森
字
勝
山
二
七
八
の
一
九
ま
で

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
南
浮
田
町
字
東
田
臼
ヶ
久
保
一
六
〇
の
三
か
ら

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
南
浮
田
町
字
米
山
一
の
二
〇
ま
で

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
北
浮
田
町
字
外
馬
屋
一
三
の
一
〇
か
ら

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
南
浮
田
町
字
米
山
一
の
一
七
ま
で

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
北
浮
田
町
字
外
馬
屋
一
三
の
九
か
ら

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
南
浮
田
町
字
米
山
一
の
二
〇
ま
で

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
北
浮
田
町
字
外
馬
屋
一
三
の
一
〇
か
ら

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
南
浮
田
町
字
米
山
一
の
一
七
ま
で

変

更

の

区

間

後 前 後 後 前 前
変
更
の

前
後
別

一
〇
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
五
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
五
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

六
四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

六
四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

二
一
三
・
三
〇
メ
ー
ト
ル

二
一
三
・
三
〇
メ
ー
ト
ル

一
四
一
・
八
〇
メ
ー
ト
ル

三
三
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
九
六
・
三
〇
メ
ー
ト
ル

三
三
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考
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第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

承
認
に
係
る
農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
種
類

農
地
売
買
等
事
業

(

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
を

い
う
。)

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

前
田
タ
イ
ル
工
業
所

二

氏
名

前
田

公
夫

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
奥
野
四
丁
目
一
の
二
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
九)

第
一
三
二
一
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
九
日
前
記
建
設
業
者
が
死
亡
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ

た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
シ
ン
メ
イ
鐵
工

二

代
表
者
の
氏
名

佐
藤

清
明

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
大
字
太
刀
打
字
常
盤
八
三
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
七)

第
一
四
九
八
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

鋼
構
造
物
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
年
八
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認

さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

成
協
組

二

氏
名

成
田

諭

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
鶴
田
字
大
泉
一
一
二
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
九)

第
四
〇
〇
二
〇
九
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
一
年
六
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
鬼
沢

楢
木
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
二
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
八
日

中
南
地
域
県
民
局
長

佐

藤

修

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
稲
生

川
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
一
年
四
月
十
五
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
八
日

上
北
地
域
県
民
局
長

丸

井

幸

悦

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
赤
沼

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
三
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
八
日

上
北
地
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